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《 契 約 概 要 》

《 注 意 喚 起 情 報 》

《 個 人 情 報 の 取 扱 い 》

この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認
いただきたい事項を記載しております。後述の「注意喚起情報」とともに、ご契約
前に必ずお読み戴き、内容をご確認、ご了承のうえお申込み下さい。この「契約概
要」では、この保険の概要について説明しております。お支払事由の詳細や各種
制限などのほか、ご契約の内容に関する事項は「約款」に記載しております。実際
にお申込み戴く内容については、「約款」等をご確認ください。

1.特徴
この保険は、被保険者（契約者と同一人です。）の葬儀にかかる費用を被保険
者の法定相続人が負担した場合に、保険金額を限度として葬祭費用の実費を
保険金として支払うことを目的としています。

2.ご加入いただける方（被保険者）の範囲
この保険の契約者であり、責任開始日において、日本国内に居住し、年齢が満
20歳以上満74歳以下の方で、告知事項に該当しない方はご加入になれます。

3.補償内容と仕組について
お申込み戴く場合の参考例として記載しています。

＊＊＊＊満60歳男性の場合＊＊＊＊
保険期間1年＝以降1年ごとの更新（満89歳まで更新可能）
葬祭費用補償保険金額：50万円　月払保険料：1,170円
○葬祭費用補償保険金の支払
被保険者が保険期間中に病気または不慮の事故で死亡し、被保険者の葬儀
にかかる費用を被保険者の法定相続人が負担した場合に、保険金額を限度
として葬祭費用の実費を保険金として支払います。

4.待機期間について
この保険には、責任開始日から６ヵ月間の待機期間があります。待機期間中に
被保険者が病気により死亡した場合には、既払込保険料相当額を限度に被
保険者の法定相続人が負担した葬祭費用の実費を保険金として支払います。

5.保険期間および更新について
保険期間は、責任開始日から1年とし、保険期間満了月の末日の午後12時をもっ
て満了となります。保険期間が満了となる場合、弊社より更新後の契約内容を
記載したご案内をお送りし、契約者から保険期間満了日の前日までに更新をし
ない旨の申し出がなければ、保険契約を継続します。この場合、保険期間満了
日の翌日を更新日とし、更新した旨の通知を契約者宛てに行います。但し、更新
日における契約者の年齢が弊社の定める範囲を超える場合は更新できません。

6.葬祭費用補償保険金と保険料
葬儀費用補償保険金は、保険金額50万円・80万円の2コースからご選択いた
だけます。但し、複数契約は取り扱いません。
保険料は、選択されたコースと被保険者の年齢および性別によって決定されま
す。コースごとの性年齢別の保険料については、保険料表でご確認ください。

7.保険料の払込について
保険料の払込方法（回数）は月払とし、保険料払込方法（経路）は、次の口座
振替払またはクレジットカード払となります。
⑴口座振替払
契約者の指定する預金口座（＝弊社が保険料の収納業務を委託している機
関の指定する金融機関であることを要します。）より、毎月27日（この日が提携金
融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日）に弊社の口座に振替えること
によって、弊社に払い込みいただきます。
⑵クレジットカード払
契約者が指定したクレジットカード（=弊社が提携するクレジットカード会社が発
行するカードに限ります。）により、クレジットカード会社との間で締結した会員規
約等に基づき、保険料を弊社に払い込みいただきます。

8.保険料のお払込みがなかった場合
⑴保険料の払込猶予期間
第2回以降の保険料について、上記7の保険料の払込みができなった場合の
ために、払込　猶予期間を設けています。払込猶予期間は、払込期月の翌月1
日から末日までです。保険料が払い込まれなかった場合には、翌月に再度請求
を行いますので、弊社からの保険料の未納案内にしたがってお手続きをお願

いいたします。なお、再度の請求でも払い込まれなかった場合（口座振替払：振
替不能／クレジットカード払：オーソリNG）には、払込猶予期間の満了日までに、
契約者より弊社指定の口座に保険料を振込んで下さい。
⑵失効
①第1回保険料について、払込期月の末日までに払込まれない場合には、保険契
約は、払込期月の翌月1日から効力を失います。
②第2回以降保険料および更新契約の保険料については、保険料の払込猶予
期間の満了日までに払込まれない場合には、保険契約は払込猶予期間満了日
の翌日から効力を失います。

9.葬祭費用補償保険金を支払う場合
被保険者が責任開始日以後、この保険契約の保険期間中に病気または不慮
の事故で死亡し、被保険者の法定相続人が被保険者の葬祭費用を負担した
とき、保険金額を限度に葬祭費用の実費を支払います。

10.葬祭費用補償保険金を支払わない場合
次のいずれかの事由（日本国内外を問いません。）に該当した場合は、葬祭費
用補償保険金を支払いません。また、この時には保険契約は消滅します。
⑴被保険者の法定相続人の故意または重大な過失
⑵被保険者の犯罪行為
⑶被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑷被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑸被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている
間に生じた事故

11.保険金の削減支払・減額または保険料の増額について
⑴弊社は、保険金の支払事由が著しく増加し保険料の算定基礎に重大な影響
を及ぼすと判断したとき、弊社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくそ
の旨を通知し、保険金を削減して支払うことがあります。
⑵弊社は、保険金の支払事由に該当した被保険者の数が予定より著しく増加し
同一の契約条件での保険契約の継続が困難となった場合、弊社の定めるとこ
ろにより、保険契約の内容変更について、契約者に遅滞なくその旨を通知し、将
来に向かって保険料の増額を行うか、保険金額の減額を行うことがあります。

12.主な特約とその概要
この保険の主な特約とその概要は次のとおりです。特約内容の詳細について
は、各特約をご確認ください。
⑴インターネットによる保険契約申込に関する特約
保険契約の申込人がインターネットにより保険契約の申込みを行う場合に適用
し、インターネットによる申込手続等について規定します。
⑵保険料のクレジットカード払特約
保険料の払込方法(経路)がクレジットカード払である場合に適用し、保険料の
払込方法、当弊社が保険料を領収したとみなす日等について規定します。

13.少額短期保険業者の保険契約は、税法上の生命保険料控除・損害保険料
控除の対象にはなりません。

14.契約者配当
この保険に契約者配当はありません。

15.解約返戻金
この保険に解約返戻金はありません。

この「注意喚起情報」は、お客様にとって不利益となる事項など特にご注意いた
だきたい事項を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご確
認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

1.「お申込みの撤回（クーリングオフ）」について
⑴ご契約お申込み後一定期間内であれば、書面により、お申込みの撤回（クーリ
ングオフ）をすることができます。
⑵クーリングオフの可能期間は、申込日からその日を含めて８日以内です。
⑶クーリングオフをする場合は、弊社宛に以下の事項を記載した書面を発信する
ことまたは、弊社指定アドレスに以下の事項を記載したEメールを送信すること
により、発信時（郵便の場合は消印日）に保険契約のクーリングオフをすることが
できます。
①申込人氏名（書面の場合は自署）・住所・電話番号
②クーリングオフをする旨の記載
【宛先】
郵便の場合：〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-35サンセルモ大門ビル 
㈱クローバー少額短期保険 クーリングオフ係
Eメールの場合：clover-jimukyoku@clover-ins.com

2.お申込み時にご報告戴く事項について
⑴告知と告知義務
告知はご契約をお引受けするかどうかを決定するための重要なものであり、契
約者（被保険者）には、健康状態などについて正しく告知をして戴く義務「告知
義務」があります。

告知の質問事項は以下の4項目となります。
①現在、医師から入院を勧められていますか？
②現在、入院中または日常生活で介護が必要な状態ですか？
③過去２年以内に、病気やケガの治療のために継続して5日以上の入院をしたこ
とがありますか？
④この保険と同種の他の保険会社の保険契約に加入していますか？
⑵告知は、書面「告知書」（インターネット申込の場合は申込画面）で行って戴きま
すので、契約者（被保険者）がご自身で正確にご記入（入力）下さい。弊社の少
額短期保険募集人に口頭でお話しされただけでは、告知を戴いたことにはなり
ませんのでご注意下さい。
⑶告知して戴いた内容が事実と違った場合には、責任開始日から２年以内であ
れば、弊社は「告知義務違反」として契約を解除することがあります。また、「告
知義務違反」により契約を解除された場合、保険金の支払いができないことが
あります。保険金の支払事由の発生が責任開始日から２年以内であれば、ご
請求が２年経過後であっても同様に契約を解除することがあります。
⑷保険金の請求にあたり、事故招致（未遂も含みます。）や詐欺行為等の重大な
事由がある場合には、ご契約からの年数を問わず、ご契約を解除することがあ
ります。この場合、保険金をお支払いできないことがあります。
⑸ご契約のお申込みの際、ご契約の成立後、または保険金のご請求時に弊社の
担当者または弊社の委託を受けたものが、お申込み内容や告知内容について
確認させて戴くことがあります。

3.補償を開始する時期について（責任開始日）
⑴弊社は、保険契約の申込書類を受取り（インターネット申込の場合は申込データ
の受信をいいます。）、弊社が申込みを承諾した場合、承諾した日の翌月１日午
前０時から保険契約上の責任を開始します。ただし、提出された申込書類に不
備がある場合（インターネット申込の場合は申込画面での入力内容に不備があ
る場合）は、不備が解消し、弊社が申込みを承諾した日の属する月の翌月１日午
前０時から保険契約の責任を開始します。

＊責任開始日＝保険契約の補償が開始される日のことをいいます。
＊契約日＝責任開始日をいい、契約年齢や保険料などの計算基準日となります。
⑵弊社の少額短期保険募集人は、お客様と弊社の媒介を行うもので保険契約
締結の代理権はありません。従いまして、保険契約は弊社が承諾したときに有
効に成立します。

4.保険契約者保護機構に関する事項について
少額短期保険業者が破綻した場合、保険契約者保護機構の行う資金援助等
の措置はありません。保険業法270条の3第2項第1号（保険契約の移転等にお
ける資金援助）」に規定する補償対象契約には該当しません。

5.少額短期保険業者の引受制限について
少額短期保険業者には、保険業法上、引き受けられる保険に以下の制限があ
ります。
⑴保険期間は1年以内（損害保険商品は2年以内）であり、1被保険者あたりの保
険種類ごとの保険金額が法令で定める金額以下（医療保険:80万円、損害保
険:1,000万円など）。
⑵1被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額が1,000万
円以下（個人賠償責任保険については、別枠で1,000万円以下）。
⑶1保険契約者についての保険区分に応じた保険金額の合計額が法令で定め
る上限総保険金額以下（保険種類ごと1被保険者あたりの引受限度の100倍
以下）。

6.この保険の留意点
⑴この保険は、保険期間1年で更新する保険です。
⑵この保険では、被保険者の法定相続人が被保険者の葬祭費用を負担した場
合に限り、保険金の支払対象となりますので、法定相続人が不在の場合、法定
相続人以外の方が被保険者の葬祭費用を負担した場合等には、保険金は支
払われません。
⑶更新時の保険料は、加入コース、更新時の被保険者の年齢・性別により計算
します。
⑷弊社は以下の条件を満たしている場合に保険契約を更新します。
①更新日に、保険契約者（被保険者）が満89歳以下であること
②更新日の前日までに更新拒否がないこと
⑸弊社は、更新の際に保険金の支払事由の著しい増加によって保険料の算定
基礎に重大な影響を及ぼすと判断した場合には、保険料の増額または保険金
の減額をすることがあります。この場合、弊社の定めるところにより、更新日の６０
日前までに保険契約者に更新内容を変更する旨を通知します。
⑹弊社は、この保険商品が不採算となり収支の改善が見込めない場合には、更新
を引き受けないことがあります。この場合、弊社の定めるところにより、更新日の６０
日前までに保険契約者に更新後の保険契約を引き受けない旨を通知します。
⑺補償内容が同様の保険契約（葬祭費用の実費を補償する保険契約）が他に
ある場合は、補償が重複することがあります。
 ＜主な補償の重複例＞　損害保険等の葬祭費用補償特約
補償が重複すると、対象となる費用について、どちらのご契約からでも補償され
ますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合がありま
す。補償内容の差異や保険金額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討く
ださい。
⑻この保険の免責事由、保険金を削減する場合等については、＜契約概要＞の
「10.葬祭費用補償保険金を支払わない場合」および「11. 保険金の削減支
払・減額または保険料の増額について」をご確認ください。

7.お問い合わせ窓口について
⑴保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、下記お客様サー
ビスセンターまでご連絡下さい。
弊社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真
摯な対応に努める所存でございます。

株式会社クローバー少額短期保険　
【お客様サービスセンター】
0120-641-090　※受付時間 月～金 10:00～17:00（祝日年末年始は除く）

⑵指定紛争解決機関
お客様の必要に応じ、弊社が契約する指定紛争解決機関の「少額短期ほけ
ん相談室」をご利用いただくことも可能です。「少額短期ほけん相談室」の連絡
先は以下の通りです。
一般社団法人 日本少額短期保険協会　「少額短期ほけん相談室」
〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-12-8HF八丁堀ビルディング2F
Tel 0120-821-144　Fax 03-3297-0755
受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00
受付日:月曜日から金曜日（祝日および年末年始休業期間を除く）

8. 支払時情報交換制度
弊社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特
定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取
消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所
定の情報を相互照会しております。※本制度に参加している少額短期保険業
者等につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページを
ご参照ください。
https://www.shougakutanki.jp/

1.利用目的について
弊社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的以外に利用す
ることはありません。
⑴保険契約の引受け、継続・維持管理・保険金等のお支払
⑵弊社の保険商品、関連会社、提携会社の各種商品やサービスのご案内および
ご提供
⑶弊社業務に関する情報提供、運営管理、商品・サービスのご提供
⑷その他、保険に関連する業務

2.ご同意いただきたいこと
⑴機微（センシティブ）情報の取得・利用
少額短期保険業者の適切な運営を確保するために必要な範囲において、最
小限の機微情報を取得・利用します。これらの機微情報については、業務上必
要な範囲で、保険契約者（被保険者）、法定相続人および少額短期保険募集
人に提供することがあります。
⑵機微情報の利用限定について
保健医療等に関する機微情報については、保険業法施行規則第53条の10お
よび同法施行規則第234条第１項第17号に基づき、業務の適切な運営の確保
その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報に
ついては、限定されている目的以外では利用しません。
⑶再保険会社への情報提供
少額短期保険業において、安定的な業務を行うにあたって引受リスクの適切
な分散のために、弊社は再保険会社に保険契約の引受けを依頼することがあ
ります。（再保険会社は弊社から引受けた再保険契約を、更に別の再保険会
社に引受依頼することがあります。）再保険会社は、当該保険契約の引受け、
継続・維持管理、保険金等の支払のため、再保険の対象となる保険契約の特
定に必要な保険契約者（被保険者）の氏名、住所、生年月日、性別、保健医療
等の個人情報を利用します。また、法定相続人の氏名、住所、戸籍書類等、業
務に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
⑷外部委託会社への情報提供
保険契約申込書、口座振替依頼書、告知書に記載（インターネット申込みの場
合は、申込画面で入力）戴いた個人情報については、弊社が業務を委託し守
秘義務を負う業務委託先へ業務上必要な範囲で提供することがあります。

この保険のご契約に際しての重要事項は、「契約概
要」・「注意喚起情報」と「個人情報の取扱い」から
成っております。必ずお読みいただき、内容をご確認・
ご了解の上、お申込み下さい。このほか、ご契約に関
する内容につきましては、「約款」等に記載しておりま
すので、あわせてご確認下さい。

》《


